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総面積：222.7km2

総人口： 63,976人
（令和３年４月1日現在 住民基本台帳より）

三豊市について



項目
令和３年４月１日

（住民基本台帳より）

総 人 口 ６３，９７６人

世 帯 数 ２６，２８７世帯

６５歳以上人口
２２，９７０人

（３５．９％）

三豊市の概況

認知症者数（Ⅱa以上） ３，６０４人

療育手帳所持者数 ５６８人

精神障害者保健福祉手帳取得者数 ３４３人

三豊市の成年後見制度利用者数 １０８人（R2.10.1現在）



三豊
市

健康福祉部

健康課 介護保険課

介護保険グループ 介護支援グループ

地域包括支援センター
地域包括支援センター

南部高齢者サポート

保育

幼稚園課
福祉課

子育て

支援課

福祉事務所

三豊市地域包括支援センター
【設置数】１か所、ブランチ１か所 【設置運営形態】直営
【職員数】全１９名（令和３年４月現在）
保健師５名、主任ケアマネ１名、社会福祉士４名、理学療法士１名、
介護支援専門員６名、事務職２名

三豊市 健康福祉部 機構図



三豊市の成年後見制度に関する相談状況（参考）

※県内の申立件数は１月～１２月までの１年間になります。
香川県には８市９町あります。また、家庭裁判所は本庁、支部２か所、
出張所１か所があります。
令和２年１０月１日現在、県内の成年後見制度利用者数は１，９７２件です。

年度 H27 H28 H29 H30 R１ R２

三
豊
市

成年後見制度に関
する相談
（）内は実件数

１０４
（４４）

２２４
（４４）

２１１
（５５）

１６３
（３６）

１７６
（４８）

２１５
（５０）

市長申立件数 ５ １６ １３ ５ １２ １１

香
川
県※

県内の申立件数 ２６９ ２５９ ３０８ ２６０ ２６４ ３２５

市町長申立件数 ７９ ６６ ７８ ６４ ７４ ８８

地域包括支援センター（高齢者）と福祉課（障害者）の件数を合算



年月 概 要

H29.6 ・成年後見制度利用促進基本計画に係る説明会（国主催（四国ブロック））
・成年後見制度利用促進基本計画に係る意見交換会（香川県主催）

H29.10 三豊市 審議会設置準備会内規制定

H30.1 第１回審議会設置準備会「三豊市の現状について」

H30.5 第２回審議会設置準備会「体制整備について」

H30.8 条例の制定に向けて：例規審査会

H30.9 市議会議案提出

H30.10 原案可決

H30.11 第１回審議会「基本計画（案）の策定について」

H30.12 第２回審議会「基本計画（素案）について」

H31.1 パブリックコメントの実施

H31.2 第３回審議会「パブリックコメント、基本計画（素案）について」

H31.3 三豊市成年後見制度利用促進基本計画 策定

H31.4 三豊市成年後見制度利用促進基本計画 実施

市町村計画策定・体制整備に向けたプロセス

H30.3 「地域福祉計画」、「高齢者・障害
者福祉計画」の改定時期であった。ここで、
成年後見制度利用促進に関して、審議会
の設置・基本計画の策定をすることについ
て明記し、その後の動きにつなげた。



成年後見制度
利用促進基本計画（単独）

高齢者・障害者福祉計画
（審議会の設置・市基本計画の策定を明記）

地域福祉計画
（市基本計画の策定を明記）

成年後見制度利用促進審議会

次期計画へ

次期計画へ

R3年度H31年度H30年度 R5年度

市基本計画策定のプロセス

継続的な計画の
見直し・策定へ



三豊市のホームページ
「三豊市成年後見制度利用促進審議会」
のページに掲載しています。



中 核 機 関

包括（直営）/
福祉課

市社協 県社協

機
能

㋐広報 周知・啓発 周知・啓発 周知・啓発

㋑相談
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市長申立て
チーム体制調整
（地域ケア会議）

制度に関する相談 専門的な相談・支援

㋒利用
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チーム体制調整
（地域ケア会議）
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市民後見人の支援
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R1.10.委託R2.4.委託H31.4.直営

市の基本計画
に沿って実施
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「チーム」 → 地域ケア個別会議
（日常生活圏域～自治体圏域）

「協議会」 → 地域ケア推進会議
（自治体圏域）

審議会
（自治体圏域）

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・市計画の検討、策定

・取組状況の点検、評価 等

三豊市における成年後見制度利用促進に向けた体制整備（イメージ）

「中核機関」
地域包括支援センター（直営）・福祉課
市社会福祉協議会（委託）
県社会福祉協議会（委託）

設置主体は市



審議会のメンバー

機関名 主な役割

１ 医師会 診断書作成

２ 社会福祉協議会

成年後見人等受任
市民後見人・親族後見人支援

３ 社会福祉協議会（権利擁護担当）

４ 弁護士会

５ 司法書士会

６ 社会福祉士会

７ 高齢者分野関係
相談・連絡

８ 障害者分野関係

９ 民生委員児童委員協議会
相談・連絡

１０ 人権擁護委員会

１１ 学識経験者 調査研究・評価

１２ 家庭裁判所（オブザーバー） 申立・監督

（事務局）健康福祉部長、福祉課長、介護保険課長、地域包括支援センター長

専門職及び
家裁の参加



審議会（R3.2.12)

行 政
（福祉課・介護保険課・地域包括支援センター）

家庭裁判所
（オブザーバー）

医師

司法書士

社会福祉士 施設関係者
（高齢）

施設関係者
（障害）

弁護士

学識経験者

民生委員

市社協

県社協

人権擁護委員





地域における取組状況の点検、評価等を継続的に行う

とともに、次期基本計画の策定へ

・制度の利用が必要な人を発見し、制度利用につなげる支援が

できているか。

・意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点をもった運用がな

されているか。

・親族、後見人を支援する体制が十分に整備されているか。

・制度の利用者が利用のメリットを実感できているか。

（国・基本計画より）

「審議会」の役割が重要

審議会による点検・評価



広 報
・医療機関へ配布
・今後、金融機関、施設等々へも配布する予定



【カリキュラム】

・新型コロナ感染対策のため、事前に録画
した講義をDVDにして、受講者は自宅学
習をすることも可能とした。

・講義の後、受講者から質問を受けたり、
お互いに話すことで、仲間意識も生まれた。

・市民後見人の経験談によって活動のイ
メージが湧いてきた。

・県社協（広域）と市社協（単独）が協力す
ることで、実施することができた。

　講　座　日 時　　間　 講　　座　　項　　目 時間 講　　師

9:30～9:50 オリエンテーション・開　会 20 三豊市介護保険課・三豊市社協

10:00～12:00 「成年後見制度の基本理念と概要」 120 社会福祉士

9:30～10:30 「後見人の業務について①」～身上監護～ 60 社会福祉士

10:30～11:30 「後見人の業務について②」～財産管理～ 60 司法書士

11:30～12:00 参加者交流 30 三豊市社協

9:30～10:20 「対象者と社会資源の理解①」～認知症～ 50 社会福祉士

10:20～11:10 「対象者と社会資源の理解②」～知的障害～ 50 社会福祉士

11:20～12:30 「対象者と社会資源の理解②」～精神障害～ 50 精神保健福祉士

9:30～10:30 実際の活動報告（市民後見人） 60 市民後見人・市町社協

10:30～11:30 ここまでの振り返り・日常生活自立支援事業 60 三豊市社協

⑤ 11/20（金） 9:30～11:30 「後見業務の法律基礎知識」～家族法、財産法～ 120 弁護士

⑥ 11/24（火） 9:30～11:30 「成年後見を取り巻く諸制度の基礎」～健康保険・年金制度～ 120 社会保険労務士

申立手続き書類の作成 120 司法書士

財産目録の作成・収支予定の作成 90 司法書士

⑧ 11/30（月） 9:30～11:00 後見事務終了の手続き／死後事務 90 司法書士

⑨ 12/７（月） 9:30～11:00 年次報告書・報酬付与申立の実務 90 司法書士

9:30～10:30 介護保険・高齢者施策への取組状況 60 介護保険課

10:30～11:00 高齢者虐待防止法 30 包括支援センター

9:30～10:30 障害者施策への取組状況 60 福祉課

10:30～11:00 障害者虐待防止法 30 福祉課

11:10～11:50 生活保護制度について 40 福祉課

9:30～10:30 消費者被害について 60 消費生活センター

10:30～11:00 事務連絡 30 三豊市社会福祉協議会

【体験学習】後見人の後見業務同行

【体験学習】日常生活自立支援業務同行

9:30～10:30 フォローアップ②　家庭裁判所の役割について 60 家庭裁判所

10:30～12:00 フォローアップ③　市民後見人の活動の実際 90 坂出市社協　丸亀市社協

10:00～11:00 フォローアップ④　座談会 60 司法書士

11:00～11:30 市民後見人登録説明 30 三豊市介護保険課・三豊市社協

合計 1740 分（以上）

1/8（金）⑭

⑮ 2/2（火）

⑦ 11/26（木）

⑫ 12/21（月）

随時 三豊市社会福祉協議会

④ 11/18(水）

⑩ 12/14(月）

⑪ 12/16(水）

9:30～11:30

⑬ 9:30～12:00

① 11/6（金）

② 11/10(火）

③ 11/13(金）

第１期生 １０名が受講、全員修了した。

基礎研修
県社協（広域）

DVD（自作）
＋補足説明

フォローアップ
市社協（単独）

体験学習
＋座談会

担い手の育成 令和２年度 三豊市市民後見人
養成講座



受任者調整
【事例】
〇本人AさんがB市から三豊市内のC施設へ入所。
〇Aさんについて、裁判所へ提出された申立書に「成年後見人は中核機関
で調整してもらいたい」との記載あり。
〇Aさんの成年後見人候補者を決めるため、受任者調整会議を開催。
〇B市担当者、C施設担当者、社協担当者、専門職、三豊市担当者で
協議を行う。
〇結果、社協が受任をすることとなった。将来、市民後見人に移行すること
も見込んでいる。

（内容は資料として、一部変更・省略しています。）

後見人支援
【事例】
〇成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限に関して、関係者間での
事前の協議が不十分であったため、事務手続きが円滑にすすまなかった。
〇結果、市役所が火葬手続き等を行った。

（内容は資料として、一部変更・省略しています。）



意思決定支援
〇ガイドラインに沿って支援を実施したケース（事例）は未だない。

〇成年後見人等からは、本人の医療保護入院や施設入所に関する手続
をすすめる際には、意思決定支援（特に「代行決定」）について関係者
（チーム）で協議をしたいとの意見がある。後見人が責任を重く感じている
ケースもある。

〇今後の課題として、支援が必要な人が中核機関につながるような広報
をしていくとともに、ガイドラインに沿った支援について実績を重ねていくこ
とが必要。

お互いの立場・役割を理解をしつつ、情報共有する

意見交換の場（審議会、協議会、チーム会議等）



課題と今後の見通し（県内の動きも含めて）

【今後の見通し（令和３年度）】

• 関係機関（病院、銀行、施設等）へ中核機関の広報、周知

• 中核機関向けの研修を計画、実施

• 「ささえる中核」（県・社協）と「基礎中核」（市町・社協）の連携強化及
び各市町中核機関の情報交換のため連絡会開催（専門職も出席） など

【課題】県内の各市町中核機関でもさまざまな課題が出てきている。
• 広報の仕方、内容の改善

• 親族後見人にどのような支援を行うのか。

• 任意後見制度の利用についてどのように対応すればよいのか。

• 担い手の不足。市民後見人の広域登録制度をつくることはできないか。

• 中核機関の対応力の向上（相談、受任者調整、意思決定支援、等々）

• 未成年後見制度に対応するための体制整備

• 成年後見制度利用支援事業の一部改正 など



香川県三豊市地域包括支援センター

ご清聴ありがとうございました。
父母ヶ浜（仁尾町）



memo


